
 ① 建築物の建築行為等 

（地区計画区域内） 

② 地区計画の届出（様式 11-2） 

※ 届出の方法 

窓口：都市計画課 

期限：工事着工の 30 日前まで 

③ 届出内容の審査 

④ 適合通知書の交付 

③-2 設計変更等 

指導・勧告 

③-3 変更 

⑤ 建築確認申請 

※ 届出の方法 

窓口：建築住宅課 

⑥ 確認済証交付 

⑦ 工事着工 

○ 適合 

× 不適合 

建
築
確
認
が
不
要
な
場
合
は
、 

工
事
着
工
と
な
り
ま
す
。 

⑦-2 変更届出書の提出 

（様式 11-3）※１ 

期限：変更部分の着工 30日前まで 

※届出内容に変更があった場合 

地区計画区域内における建築行為に関する届出フロー図 

⑧ 竣 工 

※１ 

内容に変更があった場合、③の審査

より再度進めることとなります。 

 

併せて、変更の内容が⑤の建築確認

申請の項目に該当する場合、建築確

認の変更が必要となります。 


